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 （提案理由） 

 本件は、都市計画法第１２条の４第１項の規定により、田辺北地区において

綴喜都市計画の地区計画を定めることに伴い、本条例について所要の改正を行

うため、提案するものである。 



 

京田辺市条例第  号 

 

京田辺市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改

正する条例（案） 

 

 京田辺市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例（昭和６３年京

田辺市条例第２号）の一部を次のように改正する。 

 

別表第１に次のように加える。 

田辺北地区地

区整備計画区

域 

都市計画法第２０条第１項の規定により告示された綴喜都

市計画田辺北地区地区計画のうち、地区整備計画が定められ

た区域 

別表第２に次のように加える。 

田辺

北地

区地

区整

備計

画区

域 

Ａ地

区 

次に掲げる

建築物 

（１） 住宅 

（２） 住宅

で事務

所、店

舗その

他これ

らに類

する用

途を兼

ねるも

の 

（３） 法別

表第２

（と）

― １００

㎡とする

。ただし

、警察署

、派出所

その他こ

れらに類

する公益

上必要な

建築物の

敷地は、

この限り

でない。

また、換

地時にお

いて、現

― ― 田辺

北地区

地区計

画に表

示する

壁面線

を超え

て建築

しては

ならな

い。こ

の場合

におい

て、第

８条た

だし書



 

項第２

号及び

第３号

に掲げ

る工場

（作業

場の床

面積の

合計が

３００

㎡を超

えない

自動車

修理工

場は除

く。） 

（４） 自動

車教習

所 

（５） 倉庫

業を営

む倉庫 

（６） 畜舎

（ペッ

トショ

ップ、

動物病

院その

他これ

に建築物

の敷地と

して使用

されてい

る土地で

当該規定

に適合し

ないもの

、又は現

に存する

所有権そ

の他の権

利に基づ

いて建築

物の敷地

として使

用するな

らば、当

該規定に

適合しな

くなる土

地につい

ては、そ

の全部を

一の敷地

として使

用する場

合は当該

規定は適

の規定

は、適

用しな

い。 



 

らに類

するも

のに附

属する

ものは

除く。

） 

（７） 風俗

営業等

の規制

及び業

務の適

正化等

に関す

る法律

第２条

第６項

に規定

する店

舗型性

風俗特

殊営業

又は同

条第９

項に規

定する

店舗型

電話異

性紹介

用しない

。 



 

営業の

用途に

供する

もの 

Ｂ地

区 

次に掲げる

建築物 

（１） 住宅 

（２） 住宅

で事務

所、店

舗その

他これ

らに類

する用

途を兼

ねるも

の 

（３） 共同

住宅、

寄宿舎

又は下

宿 

（４） 工場

（建築

基準法

施行令

第１３

０条の

６に定

― ― ３１ｍ

とする。 

― ― 



 

めるも

のを除

く。） 

（５） 自動

車教習

所 

（６） 倉庫

業を営

む倉庫 

（７） 畜舎 

（８） ボー

リング

場、ス

ケート

場、水

泳場そ

の他こ

れらに

類する

建築基

準法施

行令第

１３０

条の６

の２に

定める

運動施

設 

（９） カラ



 

オケボ

ックス

その他

これに

類する

もの 

（１０） マ

ージャ

ン屋、

ぱちん

こ屋、

射的場

、勝馬

投票券

発売所

、場外

車券売

場その

他これ

らに類

するも

の 

（１１） 風

俗営業

等の規

制及び

業務の

適正化

等に関



 

する法

律第２

条第６

項に規

定する

店舗型

性風俗

特殊営

業又は

同条第

９項に

規定す

る店舗

型電話

異性紹

介営業

の用途

に供す

るもの 

Ｃ地

区 

次に掲げる

建築物 

（１） 住宅 

（２） 住宅

で事務

所、店

舗その

他これ

らに類

する用

― １００

㎡とする

。ただし

、警察署

、派出所

その他こ

れらに類

する公益

上必要な

建築物の

３１ｍ

とする。 

― 田辺

北地区

地区計

画に表

示する

壁面線

を超え

て建築

しては

ならな



 

途を兼

ねるも

の 

（３） 法別

表第２

（と）

項第２

号及び

第３号

に掲げ

る工場

（作業

場の床

面積の

合計が

３００

㎡を超

えない

自動車

修理工

場は除

く。） 

（４） 自動

車教習

所 

（５） 倉庫

業を営

む倉庫 

（６） 畜舎

敷地は、

この限り

でない。

また、換

地時にお

いて、現

に建築物

の敷地と

して使用

されてい

る土地で

当該規定

に適合し

ないもの

、又は現

に存する

所有権そ

の他の権

利に基づ

いて建築

物の敷地

として使

用するな

らば、当

該規定に

適合しな

くなる土

地につい

ては、そ

い。こ

の場合

におい

て、第

８条た

だし書

の規定

は、適

用しな

い。 



 

（ペッ

トショ

ップ、

動物病

院その

他これ

らに類

するも

のに附

属する

ものは

除く。

） 

（７） 風俗

営業等

の規制

及び業

務の適

正化等

に関す

る法律

第２条

第６項

に規定

する店

舗型性

風俗特

殊営業

又は同

の全部を

一の敷地

として使

用する場

合は当該

規定は適

用しない

。 



 

条第９

項に規

定する

店舗型

電話異

性紹介

営業の

用途に

供する

もの 

Ｄ地

区 

次に掲げる

建築物 

（１） 法別

表第２

（と）

項第２

号及び

第３号

に掲げ

る工場

（作業

場の床

面積の

合計が

３００

㎡を超

えない

自動車

修理工

― １００

㎡とする

。ただし

、警察署

、派出所

その他こ

れらに類

する公益

上必要な

建築物の

敷地は、

この限り

でない。

また、換

地時にお

いて、現

に建築物

の敷地と

して使用

３１ｍ

とする。 

― ― 



 

場は除

く。） 

（２） 法別

表第２

（と）

項第５

号及び

第６号

に掲げ

る建築

物 

（３） 自動

車教習

所 

（４） 倉庫

業を営

む倉庫 

（５） 畜舎

（ペッ

トショ

ップ、

動物病

院その

他これ

らに類

するも

のに附

属する

ものは

されてい

る土地で

当該規定

に適合し

ないもの

、又は現

に存する

所有権そ

の他の権

利に基づ

いて建築

物の敷地

として使

用するな

らば、当

該規定に

適合しな

くなる土

地につい

ては、そ

の全部を

一の敷地

として使

用する場

合は当該

規定は適

用しない

。 



 

除く。

） 

（６） 風俗

営業等

の規制

及び業

務の適

正化等

に関す

る法律

第２条

第６項

に規定

する店

舗型性

風俗特

殊営業

又は同

条第９

項に規

定する

店舗型

電話異

性紹介

営業の

用途に

供する

もの 

Ｅ地 次に掲げる ― １００ ― ― ― 



 

区 建築物 

（１） 工場

（建築

基準法

施行令

第１３

０条の

６に定

めるも

のを除

く。） 

（２） ボー

リング

場、ス

ケート

場、水

泳場そ

の他こ

れらに

類する

建築基

準法施

行令第

１３０

条の６

の２に

定める

運動施

設 

㎡とする

。ただし

、警察署

、派出所

その他こ

れらに類

する公益

上必要な

建築物の

敷地は、

この限り

でない。

また、換

地時にお

いて、現

に建築物

の敷地と

して使用

されてい

る土地で

当該規定

に適合し

ないもの

、又は現

に存する

所有権そ

の他の権

利に基づ

いて建築



 

（３） ホテ

ル及び

旅館 

（４） 自動

車教習

所 

（５） 畜舎

（ペッ

トショ

ップ、

動物病

院その

他これ

らに類

するも

のに附

属する

ものは

除く。

） 

（６） 危険

物の貯

蔵又は

処理施

設 

（７） 風俗

営業等

の規制

及び業

物の敷地

として使

用するな

らば、当

該規定に

適合しな

くなる土

地につい

ては、そ

の全部を

一の敷地

として使

用する場

合は当該

規定は適

用しない

。 



 

務の適

正化等

に関す

る法律

第２条

第６項

に規定

する店

舗型性

風俗特

殊営業

又は同

条第９

項に規

定する

店舗型

電話異

性紹介

営業の

用途に

供する

もの 

附 則 

 この条例は、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項にお

いて準用する同法第２０条第１項の規定による綴喜都市計画地区計画の変更の

告示があった日から施行する。 

 



 

京田辺市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例（案）新旧対照表 

改正案 現 行 改正理由 

別表第１（第２条関係） 別表第１（第２条関係）  

地区整備計画区

域の名称 

区域 

（略） （略） 

田辺北地区地区

整備計画区域 

都市計画法第２０条第１項の規定により告示された綴喜都市計画

田辺北地区地区計画のうち、地区整備計画が定められた区域 
 

地区整備計画区

域の名称 

区域 

（略） （略） 
 

綴喜都市計画地

区計画の変更に

伴う改正 

別表第２（第３条―第８条、第１０条関係） 別表第２（第３条―第８条、第１０条関係）  

地区整

備計画

区域の

名称 

計画地

区の名

称 

ア イ ウ エ オ カ 

建築してはなら

ない建築物 

建築物の

建築面積

の敷地面

積に対す

る割合の

最高限度 

建築物の敷

地面積の最

低限度 

建築物

の高さ

の最高

限度 

建築物

の高さ

の最低

限度 

建築物の壁

面の位置の

制限 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） 

田辺北

地区地

区整備

計画区

域 

Ａ地区 次に掲げる建

築物 

（１） 住宅 

（２） 住宅で

事務所、

店舗その

他これら

に類する

用途を兼

ねるもの 

（３） 法別表

第２（と

）項第２

号及び第

３号に掲

げる工場

（作業場

の床面積

の合計が

― １００㎡

とする。た

だし、警察

署、派出所

その他これ

らに類する

公益上必要

な建築物の

敷地は、こ

の限りでな

い。また、

換地時にお

いて、現に

建築物の敷

地として使

用されてい

る土地で当

該規定に適

合しないも

― ― 田辺北地

区地区計画

に表示する

壁面線を超

えて建築し

てはならな

い。この場

合において

、第８条た

だし書の規

定は、適用

しない。 

地区整

備計画

区域の

名称 

計画地

区の名

称 

ア イ ウ エ オ カ 

建築してはなら

ない建築物 

建築物の

建築面積

の敷地面

積に対す

る割合の

最高限度 

建築物の敷

地面積の最

低限度 

建築物

の高さ

の最高

限度 

建築物

の高さ

の最低

限度 

建築物の壁

面の位置の

制限 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） 

  

 



京田辺市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例（案）新旧対照表 

改正案 現 行 改正理由 

３００㎡

を超えな

い自動車

修理工場

は除く。

） 

（４） 自動車

教習所 

（５） 倉庫業

を営む倉

庫 

（６） 畜舎（

ペットシ

ョップ、

動物病院

その他こ

れらに類

するもの

に附属す

るものは

除く。） 

（７） 風俗営

業等の規

制及び業

務の適正

化等に関

する法律

第２条第

６項に規

定する店

舗型性風

俗特殊営

業又は同

条第９項

に規定す

る店舗型

の、又は現

に存する所

有権その他

の権利に基

づいて建築

物の敷地と

して使用す

るならば、

当該規定に

適合しなく

なる土地に

ついては、

その全部を

一の敷地と

して使用す

る場合は当

該規定は適

用しない。 



京田辺市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例（案）新旧対照表 

改正案 現 行 改正理由 

電話異性

紹介営業

の用途に

供するも

の 

Ｂ地区 次に掲げる建

築物 

（１） 住宅 

（２） 住宅で

事務所、

店舗その

他これら

に類する

用途を兼

ねるもの 

（３） 共同住

宅、寄宿

舎又は下

宿 

（４） 工場（

建築基準

法施行令

第１３０

条の６に

定めるも

のを除く

。） 

（５） 自動車

教習所 

（６） 倉庫業

を営む倉

庫 

（７） 畜舎 

（８） ボーリ

ング場、

スケート

― ― ３１

ｍとす

る。 

― ― 



京田辺市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例（案）新旧対照表 

改正案 現 行 改正理由 

場、水泳

場その他

これらに

類する建

築基準法

施行令第

１３０条

の６の２

に定める

運動施設 

（９） カラオ

ケボック

スその他

これに類

するもの 

（１０） マー

ジャン屋

、ぱちん

こ屋、射

的場、勝

馬投票券

発売所、

場外車券

売場その

他これら

に類する

もの 

（１１） 風俗

営業等の

規制及び

業務の適

正化等に

関する法

律第２条

第６項に

規定する



京田辺市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例（案）新旧対照表 

改正案 現 行 改正理由 

店舗型性

風俗特殊

営業又は

同条第９

項に規定

する店舗

型電話異

性紹介営

業の用途

に供する

もの 

Ｃ地区 次に掲げる建

築物 

（１） 住宅 

（２） 住宅で

事務所、

店舗その

他これら

に類する

用途を兼

ねるもの 

（３） 法別表

第２（と

）項第２

号及び第

３号に掲

げる工場

（作業場

の床面積

の合計が

３００㎡

を超えな

い自動車

修理工場

は除く。

） 

― １００㎡

とする。た

だし、警察

署、派出所

その他これ

らに類する

公益上必要

な建築物の

敷地は、こ

の限りでな

い。また、

換地時にお

いて、現に

建築物の敷

地として使

用されてい

る土地で当

該規定に適

合しないも

の、又は現

に存する所

有権その他

の権利に基

づいて建築

物の敷地と

３１

ｍとす

る。 

― 田辺北地

区地区計画

に表示する

壁面線を超

えて建築し

てはならな

い。この場

合において

、第８条た

だし書の規

定は、適用

しない。 



京田辺市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例（案）新旧対照表 

改正案 現 行 改正理由 

（４） 自動車

教習所 

（５） 倉庫業

を営む倉

庫 

（６） 畜舎（

ペットシ

ョップ、

動物病院

その他こ

れらに類

するもの

に附属す

るものは

除く。） 

（７） 風俗営

業等の規

制及び業

務の適正

化等に関

する法律

第２条第

６項に規

定する店

舗型性風

俗特殊営

業又は同

条第９項

に規定す

る店舗型

電話異性

紹介営業

の用途に

供するも

の 

して使用す

るならば、

当該規定に

適合しなく

なる土地に

ついては、

その全部を

一の敷地と

して使用す

る場合は当

該規定は適

用しない。 

Ｄ地区 次に掲げる建 ― １００㎡ ３１ ― ― 



京田辺市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例（案）新旧対照表 

改正案 現 行 改正理由 

築物 

（１） 法別表

第２（と

）項第２

号及び第

３号に掲

げる工場

（作業場

の床面積

の合計が

３００㎡

を超えな

い自動車

修理工場

は除く。

） 

（２） 法別表

第２（と

）項第５

号及び第

６号に掲

げる建築

物 

（３） 自動車

教習所 

（４） 倉庫業

を営む倉

庫 

（５） 畜舎（

ペットシ

ョップ、

動物病院

その他こ

れらに類

するもの

に附属す

とする。た

だし、警察

署、派出所

その他これ

らに類する

公益上必要

な建築物の

敷地は、こ

の限りでな

い。また、

換地時にお

いて、現に

建築物の敷

地として使

用されてい

る土地で当

該規定に適

合しないも

の、又は現

に存する所

有権その他

の権利に基

づいて建築

物の敷地と

して使用す

るならば、

当該規定に

適合しなく

なる土地に

ついては、

その全部を

一の敷地と

して使用す

る場合は当

該規定は適

用しない。 

ｍとす

る。 



京田辺市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例（案）新旧対照表 

改正案 現 行 改正理由 

るものは

除く。） 

（６） 風俗営

業等の規

制及び業

務の適正

化等に関

する法律

第２条第

６項に規

定する店

舗型性風

俗特殊営

業又は同

条第９項

に規定す

る店舗型

電話異性

紹介営業

の用途に

供するも

の 

Ｅ地区 次に掲げる建

築物 

（１） 工場（

建築基準

法施行令

第１３０

条の６に

定めるも

のを除く

。） 

（２） ボーリ

ング場、

スケート

場、水泳

― １００㎡

とする。た

だし、警察

署、派出所

その他これ

らに類する

公益上必要

な建築物の

敷地は、こ

の限りでな

い。また、

換地時にお

いて、現に

建築物の敷

― ― ― 



京田辺市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例（案）新旧対照表 

改正案 現 行 改正理由 

場その他

これらに

類する建

築基準法

施行令第

１３０条

の６の２

に定める

運動施設 

（３） ホテル

及び旅館 

（４） 自動車

教習所 

（５） 畜舎（

ペットシ

ョップ、

動物病院

その他こ

れらに類

するもの

に附属す

るものは

除く。） 

（６） 危険物

の貯蔵又

は処理施

設 

（７） 風俗営

業等の規

制及び業

務の適正

化等に関

する法律

第２条第

６項に規

定する店

地として使

用されてい

る土地で当

該規定に適

合しないも

の、又は現

に存する所

有権その他

の権利に基

づいて建築

物の敷地と

して使用す

るならば、

当該規定に

適合しなく

なる土地に

ついては、

その全部を

一の敷地と

して使用す

る場合は当

該規定は適

用しない。 



京田辺市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例（案）新旧対照表 

改正案 現 行 改正理由 

舗型性風

俗特殊営

業又は同

条第９項

に規定す

る店舗型

電話異性

紹介営業

の用途に

供するも

の 
 

 


